
協議第２８号  
 
合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１ 交通対策事業の取扱い 

 

（１） 鉄道会社に対する要望活動については、新市に引き継ぐも

のとする。 

（２） 循環バスの運行については、合併後２年を目途に再編する。

それまでの間は、現行のとおりとする。 

（３） 路線バスの運行維持等については、新市に引き継ぐものと

する。 

（４） 交通バリアフリー基本構想については、新市に引き継ぐも

のとする。 

（５） 交通安全計画については、合併後１年を目途に新市交通安

全計画を策定する。それまでの間は、現行のとおりとする。 

（６） 放置自転車対策については、合併後１年を目途に再編する。

それまでの間は、現行のとおりとする。 

（７） 交通指導員については、合併時に再編する。 
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